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令和４年第５回日向市議会（定例会）提出議案 

記 者 発 表 説 明 資 料 

令和４年１１月１８日  

【提案予定の議案】 

・条  例   １７件     ・事件決議   ５件    

・補正予算    ８件   

    合  計  ３０件 

 

 

《条  例  １７件》 

１ 日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

令和４年８月８日の人事院勧告を受け、国家公務員の給与が改正されたことに伴い、

本市一般職の職員の給料月額、勤勉手当の引上げ及び再任用職員の勤勉手当の引上げを
行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。遡及規定等あり。 

 

２ 日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

令和４年８月８日の人事院勧告の趣旨を踏まえた国家公務員の特別職の給与改正に
準じ、市長・副市長の期末手当の引上げを行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。遡及規定等あり。 

 

３ 日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

令和４年８月８日の人事院勧告の趣旨を踏まえた国家公務員の特別職の給与改正に
準じ、市議会議員の期末手当の引上げを行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。遡及規定等あり。 

 

４ 日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

令和４年８月８日の人事院勧告の趣旨を踏まえた国家公務員の特別職の給与改正に
準じ、教育長の期末手当の引上げを行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。遡及規定等あり。 
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５ 日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

令和４年８月８日の人事院勧告の趣旨を踏まえた国家公務員の任期付職員の給与改

正に準じ、特定任期付職員の給料表の改定及び期末手当の引上げを行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。遡及規定等あり。 

 

６ 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

【内  容】 

  日向市議会の個人情報の保護に関する条例を制定すること等に伴い、所要の改正を行

うもの。 

【施 行 日】  

令和５年４月１日。 

 

７ 日向市情報公開条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

  個人情報の保護に関する法律の改正に準じ、所要の改正を行うもの。 

【施 行 日】  

令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

８ 日向市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

  個人情報の保護に関する法律の改正に準じ、所要の改正を行うもの。 

【施 行 日】  

令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

９ 日向市個人情報保護法施行条例 

【内  容】 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、日向市個人情報保護条例の全部改正を行

うもの。 

【施 行 日】  

令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

１０ 日向市個人情報保護審議会条例 

【内  容】 

  個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、条例を制定するもの。 

【施 行 日】  

令和５年４月１日。経過措置あり。 
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１１ 日向市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

定年年齢を６５歳へ引上げることを目的とした地方公務員法の改正に伴い、所要の改

正を行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

１２ 日向市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

定年年齢を６５歳へ引上げることを目的とした地方公務員法の改正に伴い、所要の改

正を行うもの。 

【施 行 日】  

公布の日。一部令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

１３ 日向市地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する 

条例 

【内  容】 

定年年齢を６５歳へ引上げることを目的とした地方公務員法の改正に伴い、関係条例

の改正及び廃止を行うもの。 

【施 行 日】  

  令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

１４  日向市職員定数条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

定年年齢を６５歳へ引上げることを目的とした地方公務員法の改正に伴い、定年引上

げ期間における一時的な職員定数の増加が見込まれることから、所要の改正を行うもの。 

【施 行 日】  

  令和５年４月１日。経過措置あり。 

 

１５ 日向市手数料条例の一部を改正する条例 

【内  容】 

マイナンバーカードの普及促進、各種手続の利便性の向上及び新型コロナウイルス感

染症対策を目的とした交付方法の拡充を目的に、手数料を引下げることから、所要の改
正を行うもの。 

【施 行 日】  

  令和５年１月４日。特例措置あり。 
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１６ 日向市原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金条例 

【内  容】 

  日向市原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金の財源として基金を造成するにあ

たり、本条例を制定するもの。 

【施 行 日】  

公布の日。期間に関する規定あり。 

 

１７ 日向市みやざき再生支援特別貸付利子補給基金条例 

【内  容】 

  日向市みやざき再生支援特別貸付利子補給補助金の財源として基金を造成するにあ

たり、本条例を制定するもの。 

【施 行 日】  

公布の日。期間に関する規定あり。 

 

 

《事件決議  ５件》 

１ 公有水面埋立に係る意見について 

【内  容】 

細島港１９号岸壁の整備に係る用地の確保に当たり、公有水面の埋立てに係る市長の 

意見を宮崎県知事に対し回答するため、公有水面埋立法の規定に基づき、議会の議決を

求めるもの。 

【根  拠】 公有水面埋立法第３条第４項 

 

２ 日向東臼杵広域連合規約の変更について 

【内  容】 

日向市選出議員の定数を「８人」から「７人」に改めることに伴う規約の変更につい 

て、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

【根  拠】 地方自治法第２９１条の１１ 
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３、４ 日向市公の施設の指定管理者の指定について 

 

番号 施 設 名 指定管理者候補者名 
更新 
新規 
の別 

指定期間 

３ 日向市牧水公園交流施設 
株式会社 

東郷町ふるさと公社 
更新 ３年間 

４ 日向市東郷町農産加工施設 
道の駅とうごう 

出荷者協議会 
更新 ５年間 

【内  容】 

 指定管理者制度を導入している公の施設のうち、「日向市牧水公園交流施設」及び「日 

向市東郷町農産加工施設」について、指定期間の満了を迎えることから、指定の更新を 

行うため、地方自治法等の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

【根  拠】 地方自治法第２４４条の２第６項 

       日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条 

 

 

５ 字の区域の変更について 

【内  容】 

  県営経営体育成基盤整備事業 鵜毛・籾木地区３換地区の土地改良事業を施行したこ 

とに伴い、従来の字界が原形をとどめなくなったため、新字界を定めるもの。 

【根  拠】 地方自治法第２６０条第１項 

 

 

《令和４年度補正予算 ８件》 

１ 令和４年度日向市一般会計補正予算（第６号） 

２ 令和４年度日向市一般会計補正予算（第７号） 

３ 令和４年度日向市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 令和４年度日向市国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算（第２号）  

５ 令和４年度日向市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１号）  

６ 令和４年度日向市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）  

７ 令和４年度日向市水道事業会計補正予算（第３号） 

８ 令和４年度日向市下水道事業会計補正予算（第２号）  
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